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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年１月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭           

                           委   員  石 川 敏 行           

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２２年１０月２８日 １７時４０分ごろ～１９時００分ごろの

間） 

発生場所 福島県相馬市相馬港南東方沖 

相馬市所在の鵜ノ尾埼灯台から真方位１４１°１.８海里付近 

（概位 北緯３７°４８.１′ 東経１４１°００.７′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 愛宕
あたご

丸、５.４トン 

 ＦＳ２－２８２６（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.３０ｍ（Lr）×２.８９ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３８９kＷ（漁船法馬力数）、昭和５７年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年１０月１２日 

  免許証交付日 平成２２年８月３１日 

（平成２８年６月５日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、相馬港南東方沖において、僚船３隻と

共に船びき網漁の揚網作業中、平成２２年１０月２８日１７時４０分ごろ

船長が僚船Ａと無線連絡を行ったのち、１８時３０分ごろ僚船Ａが無線で

本船を呼び出したが応答しなかった。 

僚船Ｂ及び僚船Ｃは、僚船Ａから連絡を受けて本船の様子を見に向かっ

たところ、１９時００分ごろ船尾中央部に設置されたＶローラーに船首側

から挟まれた状態の船長を発見した。 

 船長は、僚船Ａの船長によりＶローラーから外され、僚船Ｂにより相馬

市松川浦漁港に搬送されたのち、待機していた救急車で病院に搬送された

が、死亡が確認され、胸部圧迫による窒息と検案された。 

本船は、僚船Ｃの乗組員の操船により松川浦漁港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ２、視界 不良 

 その他の事項 本船の船びき網は、胴網が約１０.８ｍ、手網が約１０.８ｍあり、二つ

に分かれる手網に取り付けた股綱のそれぞれにチェーンを介してＬ型開口
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 板（ステンレス製）が取り付けられ、同開口板にチェーンを介して引き綱

が付いていた。 

本船は、Ｌ型開口板２個が船内に揚がっており、左舷側に揚がったＬ型

開口板に取り付けたチェーンがＶローラーの下の隙間に落ちていた。 

船びき網漁の揚網方法は、Ｖローラーで２本の引き綱を一緒に引き揚

げ、それぞれのＬ型開口板に取り付けたチェ―ンを交互にＶローラーへ巻

き込み、Ｖローラーを停止してＬ型開口板を手で船内に引き揚げ、Ｖロー

ラーを逆転させて巻き込んだチェーンを外しながら引き綱の結合部を船尾

側にかわしたのち、Ｖローラーを正転させて股綱を一緒にＶローラーで引

き揚げていた。 

船長は、救命胴衣を着用し、その上に合羽を着ていた。 

船長の健康状態は、良好であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

不明 

 船長の死因は、窒息であった。 

本船は、相馬港南東方沖において、船びき網漁

の揚網作業中、船長が、１７時４０分ごろ僚船と

無線連絡を行い、１９時００分ごろＶローラーに

挟まれた状態で僚船に発見されたことから、この

間において、揚網作業中、船尾中央部に設置され

たＶローラーに挟まれて死亡したものと考えられ

るが、挟まれた状況を明らかにすることはできな

かった。 

船長は、船首側からＶローラーに挟まれていた

ことから、Ｖローラーを逆転して巻き込んだチェ

ーンを外しながら引き綱の結合部を船尾側にかわ

そうとして挟まれた可能性があると考えられる。  

原因  本事故は、夜間、本船が相馬港南東方沖において、船びき網漁の揚網作

業中、船長がＶローラーに挟まれたことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・Ｖローラー付近の作業は、挟まれるおそれのある側で行わないこと。 

・Ｖローラーに挟まれるおそれのある側で作業を行う場合は、Ｖローラ

ーを停止すること。 

 




